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　貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8　　国士交通省告示第1091号

（令和 8年 ４ 月 １ 日から令和9年 ３ 月３１日）
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貨物自動車運送事業法第24条の3による輸送の安全にかかわる情報の公表

件

件

％削減

（前年度比）

％削減

衝突の状態

事故の種類

前年度の重大事故発生件数

（前年度比）

件

下記のとおり公表します。

令和8年度・当社の輸送の安全に係る事項を

1.　輸送の安全に関する基本的な方針

全性の向上に努める。

断に見直すことにより、社員全員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安

る計画の策定、実行、チェック、改善(Plan-Do-Check-Action)を確実に実施し、安全対策を不

員に対し輸送の安全の確保がもっとも重要であるという認識を徹底させる。輸送の安全に関す

現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなどの現場の状況を十分に踏まえつつ、社

社内において運送の安全の確保に主導的な役割を果たす。

首都圏物流グループ

首都圏物流グループは、社長が運輸の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、

抑止目標事故形態 結果 事故形態

・追突事故ゼロ！

・交差点事故ゼロ！

・バック事故ゼロ！

●安全方針に基づく目標

件以下41物損事故
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（前年度比）

１００％削減

0 件以下人身事故

事故形態 抑止目標

0％削減

輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。

2.　輸送の安全に関する目標及びその達成状況

目標

会 社 名

前年度達成状況

3.　自動車事故報告規則第2条に規定する事故の統計

達 成 で き ず

達  成  し  た

達  成  し  た

達 成 で き ず件


